
資料１

１　策定の趣旨

○史跡橘樹官衙遺跡群を将来にわたり保存し、 史跡の価値と魅力を広く伝えていくため、 史跡の

適切な保存管理、 活用、 整備、 管理運営体制等についてのマスタープランとともに、 個別の基

準を定めるための基本方針を、 文化庁の指導に基づき定める 「国史跡橘樹官衙遺跡群保存活

用計画」 の策定を行う。

２　計画の位置づけ

○ 「川崎市総合計画」 における （施策４－８－２） 市民の文化芸術活動の振興に位置付けられ

ている橘樹官衙遺跡群保存整備 ・ 活用事業の今後の基本的な方向性を定めるために策定する。

○平成 25 （2013） 年度に策定した 「川崎市文化財保護活用計画」 では、 基本理念や基本的な

考え方を積極的に推進していくための基本方針の１つとして、 各文化財個別の保存活用計画を策

定することを謳っており、 本計画はその具体的な取組の１つとして策定する。

３　計画の期間と進捗管理

〔計画期間〕

　概ね 30 か年の中長期方針を示すマスタープランと、 そのうち当面実施すべき取組を短期方針と

して定めている。 今後、 国史跡への追加指定、 橘樹官衙遺跡群における発掘調査の進展、 史

跡の保存整備 ・ 活用事業の実施等を踏まえ、 概ね 10 年で内容の見直しを図る。

〔進捗管理〕

　史跡の保存 ・ 活用には継続的な計画自体の経過確認と、 定期的な点検評価が必要であるため、

経過確認及び点検評価を適切に行うことで、 各施策の到達進度の把握や課題の抽出を行う。

　到達進度を表す指標は、 計画の適切な進捗管理のため、 文化庁や神奈川県教育委員会の指

導 ・ 助言を受けながら、 川崎市橘樹官衙遺跡群調査整備委員会で審議の上、 保存管理、 活用、

整備、 管理運営体制のそれぞれについて、 進捗状況、 実績の点検、 課題抽出等の指標を明示

したチェックシート （自己点検シート） を作成した。

４　国史跡橘樹官衙遺跡群の概要

（１） 指定告示

　名　　　称 ： 橘樹官衙遺跡群

　指定基準 ： 「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」　　　　　　　

　　　　　　史跡の部二 （都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡）

　官報告示 ： 平成 27 （2015） 年３月 10 日付け　文部科学省告示第 38 号

（２） 指定の理由

　多摩丘陵の平坦面に立地する武蔵国橘樹郡家 （郡衙） 正倉跡と考えられる橘樹郡衙跡

（千年伊勢山台遺跡） と評の役所の施設の可能性のある掘立柱建物跡なども検出された

郡寺跡である影向寺遺跡からなる。 地方官衙の成立から廃絶に至るまでの経過をたどるこ

とができる全国的にも希有な遺跡であり、 その成立の背景や構造の変化の過程が判明する

など、 ７世紀から 10 世紀の官衙の実態とその推移を知る上で重要である。

（３） 指定地の概要

　所  在  地　　神奈川県川崎市高津区千年字伊勢山台 415 番 2　外　48 筆等

　面　     積　　１２，０８３．６１㎡

　所有関係　　国有地　５４８．２５㎡ （所管 ； 財務省関東財務局横浜財務事務所）

　　　　　 　　　 市有地　２８６７．０１㎡

　　　　　 　　　民有地　８６６８．３５㎡　（所有者７名、 うち保持者４名、 保持 ・ 占有者１名、

　　　　　　　　　　　　　　 占有者２名）
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図１　関連する主な計画

図２　橘樹官衙遺跡群で発見された建物群

計　画　名 所　管　局

川崎市総合計画 総務企画局
第２次川崎市教育振興基本計画「かわさき教育プラン」 教育委員会事務局
川崎市文化財保護活用計画 教育委員会事務局
第２期川崎市文化芸術振興計画 市民文化局
都市計画マスタープラン全体構想 まちづくり局
川崎市シティプロモーション戦略プラン 総務企画局
川崎市緑の基本計画 建設緑政局
新・かわさき観光振興プラン 経済労働局



５　計画の対象範囲

　史跡橘樹官衙遺跡群の指定地は、 遺跡群の一部分にすぎず、 遺跡群を理解するためには、 周

辺地域に集中している県及び市指定の文化財をはじめとする多様な歴史的 ・ 文化的資産と結びつ

けることが必要である。 そうすることで、 その歴史的価値がさらに高まり、 より有効な活用を図ること

が可能となる。

　本保存活用計画では下図の範囲を 「橘樹官衙遺跡群周辺地域」 として取扱うこととする。

６　現状と課題

（１） 保存管理

　●史跡指定地内は、原則として現状維持を図り、遺構・遺物を保護している。

　●たちばな古代の丘緑地として市民に供用している史跡地の一部については、史跡の日常的な保全管理

   を千年町会が母体として構成された橘樹郡衙跡史跡保存会の協力を得ながら行っている。

　●史跡指定地として、来訪者が訪れやすいように定期的な維持管理を行う必要がある。

（２）活用

　●現在は、教育委員会や区役所、市民活動団体等が行うまち歩き事業等において、史跡橘樹官衙遺跡群

　をコースに取り入れ、橘樹郡衙跡では、案内板・刊行物・ＡＲ（Augmented Reality）アプリケーション等を用いて

　解説を行っている。

　●川崎で育ち、将来を担う子ども達が地域の歴史を伝える史跡を知ることは非常に重要である。現在も一部　

　学校への出前授業や、校外学習への専門職員の派遣等を行っているが、市域全体への対応は困難であ

　る。今後、市内の各学校で学習を主体的に取り組めるよう、教材の開発や、教員への支援が必要である。

　●史跡に関する情報の発信は、川崎市のホームページや市政だより等既存の媒体を利用しているほか、必

　要に応じて遺跡解説のリーフレット等を作成しているが、ＳＮＳ（Social Networking Service）等情報発信手段が

　多様化していることから、有効な情報発信媒体の検討を行うことが必要である。

（３）整備

　●遺跡の位置関係や内容、また周辺の遺跡・文化財等を把握できる設備がない。また、橘樹郡衙跡と影向

　寺遺跡間のアクセスを示す案内板等が不十分であるとともに、他部局が設置したサインとの重複が見られる

　ため、案内板等の整理が必要である。

　●史跡を訪れる場合の公共交通機関は、路線バス「影向寺」バス停・「千年」バス停等であるが、遺跡群の所

　在する台地はバス通りから急な坂道や階段を上らないと到達できない。また、史跡周辺は道路幅が狭く、歩

　道もない場所が大半であるが、車の通行量は多いことから、史跡等の見学時に危険な場合もある。遺跡来

　訪者用の駐車・駐輪スペースは現状整備されていないため、スペースの確保が必要である。

　●史跡が地域住民の生活空間と重なっていることから、史跡を見学する際に住民のプライバシーに十分配

　慮する必要がある。

（４）管理運営体制

　●史跡の保存・管理については、既に地元の遺跡保存会と協働して行っている部分もあり、保存会の育成・

　充実に協力しつつ、今後さらに連携しながら進めていく。

　●史跡整備等の進展に応じて、公有地の管理・活用に係る人的資源の拡充と育成とともに、地域住民や関

　係行政庁との連絡調整を図っていく必要がある。また、橘樹官衙遺跡群の保存・活用・整備事業は、住民、

　有識者、行政が関わり合いながら携わることが望ましく、橘樹郡衙跡史跡保存会や影向寺重文・史跡保存

　会とも連携しながら各種事業を運営する必要がある。
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図４　保存活用計画における対象地域
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７　橘樹官衙遺跡群保存活用計画のマスタープラン

（１）史跡橘樹官衙遺跡群の確実な保存と継承

　 史跡橘樹官衙遺跡群は、我が国の古代史上の重要な価値を有する国民共有の財産であり、地域のかけが

えのない歴史的・文化的資産である。この史跡を、未来にわたって確実に保存し、継承する。

（２）継続的調査による遺跡群の全体像の解明

   史跡橘樹官衙遺跡群の全容解明や関連する遺跡等の歴史的価値を把握するため、それらの情報を広く発

信し、市民・地元住民等の理解を得ながら、継続的に調査を実施していく。

（３）史跡橘樹官衙遺跡群やその周辺の景観と歴史的・文化的資産を活用した歴史的まちづくりの推進

   史跡橘樹官衙遺跡群及び周辺地域には、多くの遺跡や文化財、谷戸や緑地等が所在しており、橘樹官衙

遺跡群とこれら文化財や自然環境等を総合的に捉え、市民や地域の理解・協力を得ながら、豊かな歴史資

産及び自然資産に根付いた良好な景観を守り、歴史的まちづくりを推進する。

（４）地域を知る学びの場や人材を育成するひとづくりの場としての整備・活用

　 史跡橘樹官衙遺跡群の整備・活用を通じて、歴史や文化を知ることで郷土に対する愛着を醸成し、この地

域がもつ歴史や価値を活かしたまちづくりを図るとともに、それらを担う人材の育成も図る。

（５）管理運営体制の構築・整備

　 史跡橘樹官衙遺跡群を将来にわたり保存・活用していくため、市の文化財保護部局が中心となって関係行

政機関・土地の権利者・地域住民・企業等と連携した管理運営体制を構築する。

８　マスタープランにおける短期方針
　史跡橘樹官衙遺跡群については、 マスタープランに基づき保存活用を進めていくが、 遺跡群の全容解明、

史跡の追加指定、 土地の公有地化等については、 長期的な視点で、 段階的に進展していくことから、 まず

順次取組むことが可能な、 今後 10 年程度の保存管理 ・ 活用等に関する短期方針を定める。

（１）本格的な整備を行う前に簡易的な解説板やサイン等を設置し、市民等の活用しやすい環境を整える。

（２）重要な遺構等が発見されている、または発見された場合は、地権者等の協力を得ながら追加の国史跡指

　定を目指すとともに、優先的に公有地化を図っていく。

（３）公有地化の進捗状況に応じ、段階的な保存整備・活用を推進する。

（４）史跡橘樹官衙遺跡群の価値を広く知ってもらうための情報発信を積極的に図る。

（５）史跡における現地見学会や講座等を通じて、市民への周知を図るとともに、史跡の保存を図る社会的雰

　囲気作りを進める。

９　史跡保存管理の基本方針

○史跡の価値、課題の整理、保存活用のマスタープランを踏まえ、史跡を継続して、適切に保存管理して

いくための基本方針を以下のように定める。

（１）史跡の確実な保存と継承

　史跡指定地のうち橘樹郡衙跡については確実に保存管理し、整備活用を図るために計画的に公有地化

を図る。また、影向寺遺跡については、影向寺境内での寺院活動を継続できるよう十分な配慮をしつつ、

遺跡を確実に保存管理する。

（２）地域と協働した史跡の保存管理

　史跡橘樹官衙遺跡群が所在する橘・野川地区の住民、町内会、影向寺

関係団体等、地域全体の理解を得ながら協働して保存管理を行いつつ、

文化庁、神奈川県教育委員会、川崎市の関連部局、学術研究団体等と

も連携を図り、市民・有識者・行政が幅広く協力して保存管理を行う。

（３）史跡橘樹官衙遺跡群の公有地化

　史跡橘樹官衙遺跡群を将来にわたり確実に保存管理し、広く市民が活用するための整備を実施するた

め、計画的に史跡指定地の公有地化を進める。また、未指定地については、調査研究の成果に基づく遺

構の重要性や保存の必要性に応じて、住民の理解を得て追加指定を図っていく。

（４）史跡橘樹官衙遺跡群の全容解明に向けた調査の実施と追加指定

　史跡橘樹官衙遺跡群の調査を継続的に実施し、遺跡群の全容解明を進めることで、遺跡群の価値をさら

に高め、その調査成果に基づき遺跡の保存を図る。また、遺跡群内の未指定地についても、調査成果に基

づく遺構の重要性や保存の必要性が明らかになった地域は、住民や地域の理解を得て、追加指定を図っ

ていく。

（５）周辺の歴史文化資産・自然文化資産を活かした保存管理

　史跡橘樹官衙遺跡群及びその周辺には、史跡地内と同等の価値を有する遺構が確認された、あるいは

遺構が想定される未指定地や遺跡・文化財等の歴史文化資産、谷戸・湧水・里山等の自然文化資産が多

く所在しており、その恵まれた地域の特徴を活かしながら、地域にガイダンス施設を設置する等、実際に歴

史や自然を体感・体験できる場と史跡や周辺の歴史・自然文化資産等を学習する場というバランスのとれた

一体的な活用が図れるような保存管理を進める。
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１０　史跡活用の基本方針

○史跡橘樹官衙遺跡群は、東国における古代律令制度に基づく地方支配の実態を明らか

にする上で、極めて重要な価値を有する遺跡であり、この史跡を将来にわたり、確実に保存

していくためには、遺構を適切に保存管理するとともに、史跡のもつ価値や魅力を広く伝え

ていくため、周辺の地形や景観と一体としての活用を進めていかなければならない。

　また、住宅密集地の中、現地に立てば今なお古代の雰囲気を感じるとともに、地形に合わ

せて規則的に配置された橘樹郡家（郡衙）正倉院やその他の郡家諸施設の様相、郡家に隣

接して造営された古代寺院、かつてそれらの施設で行われたであろう郡家の政務や儀礼、

役人達の活動の様子等について想像し、楽しく史跡に触れ合ってもらえる取組を行う必要が

ある。

　さらに、橘樹郡域には古代律令体制成立以前に「橘花屯倉」が設置されたとされ、この橘

樹の地と大和王権との関係性を示している。こうした史跡や遺跡等を合わせて活用すること

で、川崎市のみならず、日本の古代史を学ぶことが可能である。

　史跡の活用については、これらを踏まえ、史跡活用の基本方針を以下のように定める。

（１）史跡橘樹官衙遺跡群の存在や価値、または調査研究成果等の積極的な情報発信

　 史跡橘樹官衙遺跡群やその価値等を様々な手段を用いて広く周知していくとともに、新た

に発見された成果等を速やかに発信し、情報の共有を図る。また、市民と連携し、過去の調

査・研究成果を公開・活用するとともに、研究機関とも連携し、全国的な調査研究を進める。

（２）地域の歴史・魅力を学ぶことのできる場づくり

　学校教育と連携を図り、史跡橘樹官衙遺跡群やその周辺

地域の歴史や価値を学び、周辺の谷戸や豊かな緑地など、

多様で豊かな地域の魅力を知ることができる場とするととも

に、生の歴史に触れた感動や驚嘆といった貴重な体験をで

きる場とする。また、自らのルーツや歴史に対する興味等、

生涯学習の場として幅広い年代の方が学ぶ場とする。

（３）史跡橘樹官衙遺跡群を活用したひとづくり・まちづくりの推進

　地域住民・市民等が気軽に集う憩いの場として利用するとともに、地域住民や市民団体等

と連携しながら、史跡橘樹官衙遺跡群を通じて、郷土に対

する愛着を醸成し、この地域がもつ歴史や価値を活かした

まちづくりを図り、またそれらを担う人材の育成も図る。

　また、史跡等の歴史的・文化的資産も地域の資産として活

用すべきものであることから、周辺に住宅地が広がる史跡用

地において、災害時の避難場所や防災用具の保管場所等

、地域の防災拠点としての機能をもった場とする。
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図６　保存管理の基本方針に基づく橘樹官遺跡群の地区区分

図７　保存管理の基本方針に基づき定める取扱基準の概要

写真２　発掘調査現地見学会

写真３　出前授業
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１１　史跡整備の基本方針

○史跡橘樹官衙遺跡群では、 本計画に基づく適切な保存管理を前提として、 その歴史的価値と魅力を

広く周知するために、 史跡公園として整備を図る。 史跡公園は、 地域住民や市民等にとって憩いの場や

交流の場として利用されるとともに、 学習の場ともなるよう整備していく。

また、 史跡橘樹官衙遺跡群の周辺に展開する歴史的 ・ 文化的資産との一体的な活用を図り、 郷土の

歴史や日本の古代史を体感できる場としての整備を目指すとともに、 新たな文化交流を生み出し、 将来に

わたり史跡を保存 ・ 活用していくための人材育成、 まちづくりの拠点としていく。

これらを踏まえ、 史跡整備の基本方針を以下のように定める。

（１）史跡橘樹官衙遺跡群の適切な保存と確実な継承のための整備

（２）古代官衙遺跡の景観等が体感できる整備

（３）史跡橘樹官衙遺跡群や周辺の歴史的・文化的資産、また最新成果を発信できる場の整備

（４）史跡橘樹官衙遺跡群を中心に、地域住民や市民等が様々な活動や交流ができる場の整備

（５）史跡への交通アクセスやサイン、ガイダンス施設・便益施設（駐車場・バリアフリー化等）の整備等、

　利用者の利便性の向上

（６）史跡指定地内の調査の進捗状況、古代官衙関連施設の分布状況、公有地化の進捗状況に応じ

　た、段階的な整備

１２　管理運営と体制の基本方針

○史跡橘樹官衙遺跡群の保存管理にあたっては、行政のみの力には限界があることから、土地の権利者、

地域住民、 企業、 研究者、 関係行政機関等との連携と協働が不可欠である。 以下に史跡の管理運営と

体制に関する基本方針を示す。

（１）川崎市が史跡橘樹官衙遺跡群の管理団体としての役割を

　 果たすための、地域と連携・協働した保存管理の体制構築及

   び管理運営の推進

（２）土地の権利者の理解と協力を得た管理運営の実施

（３）文化庁、神奈川県教育委員会をはじめ、関係行政機関と

　 の連携による保存管理
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写真４　行政 ・ 学識者 ・ 市民等が参加する　

　　　　　橘樹官衙遺跡群調査整備委員会

図９　管理運営 ・ 体制のイメージ

図８　整備の方法
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●すでに公有地化が完了しており、 一部は 「たちばな古代の丘緑地」 としてすでに市民に供用している。
●今後は、 史跡橘樹官衙遺跡群の本質的価値の１つでもある橘樹郡衙正倉院のイメージを示しながら、 公開活用していくため、 地下に郡衙関連の遺構がある場
　 所については、 当時の様子を分かりやすく示す整備や地下遺構の存在を地上部に表示する等の整備を行う。
●園路の整備を行うことで指定地周囲の市道へのアクセスを確保するとともに、 史跡解説板やサイン等を適切に設置し、 またベンチ等の便益施設も適所に配置する。

●橘樹郡衙跡の範囲は、 優先的に公有地化を進め、Ａ１地区同様、 史跡橘樹官衙遺跡群の本質的価値の１つでもある橘樹郡衙正倉院を顕在化し、 公開活用して
   いく。
●Ａ１地区における整備状況を十分考慮し、 地下に郡衙関連の遺構がある場所については、 当時の様子を分かりやすく示す整備や地下遺構の存在を地上部に表示
   する等の整備を行うとともに、 空閑地だった場所についても、 野外での研修や行事等にも利用できる広場として整備する。
●Ａ１地区や指定地周囲の市道へのアクセスを容易にし、 橘樹官衙遺跡群や周辺に展開する歴史的 ・ 文化的資産との回遊性を確保するとともに、 史跡解説板やサイ
   ン等を適切に設置し、 ベンチ等の便益施設も適所に配置する。
●影向寺遺跡の範囲は大部分が宗教法人影向寺所有地であり、 公有地化を進めることが困難であることから、 土地所有者との調整を図り、 宗教活動の妨げにならな
   いよう配慮しなが ら、 例えば塔基壇の整備等や史跡解説板 ・ サイン等を適切に設置し、 ベンチ等の便益施設も適所に配置する。

●史跡指定地以外の橘樹官衙遺跡群の範囲内であり、 未確認の郡庁をはじめ、 正倉院の一部、 館、 厨という郡衙の主要な施設や古代寺院に関連する重要な遺構
　 等の存在が想定される地区であるため、 今後、 すでに郡衙及び古代寺院に関連する遺構等が確認された区域、 また調査によって新たに郡衙及び古代寺院に関連
　 する遺構等が確認された区域については、 条件が整い次第追加指定を目指し、 史跡指定された区域については、Ａ２地区として段階的に公有地化を図り、 その遺
   構等の内容に応じた整備を図る。
●橘樹郡衙正倉院東区画溝が確認されている橘樹郡衙跡蟻山地区及び北区画溝等が確認されている伊勢山台地区、 そして橘樹郡衙の館と推定される遺構が検出
   されている上原宿地区については、 本地区の中でも優先的に追加指定を目指し、 将来的な公有地化並びに整備を図る。
●影向寺遺跡東側についても、 古代影向寺の土地利用状況を明らかにする上で重要な地区であることから、 優先的に追加指定を目指し、 将来的な公有地化並び
   に整備を図る。

●史跡橘樹官衙遺跡群を構成する橘樹郡衙跡 （千年伊勢山台遺跡） 及び影向寺遺跡以外の、 広義の橘樹官衙遺跡群を構成する遺跡内、 史跡橘樹官衙遺跡群を
   構成する影向寺遺跡内 （周知の埋蔵文化財包蔵地 ： 高津区 No.148、 宮前区 No.５） にある都市計画道路 「野川柿生線」 及び広義の橘樹官衙遺跡群を構成する
   三荷座前遺跡内 （周知の埋蔵文化財包蔵地 ： 宮前区 No.４） にある 「登戸野川線」 計画路線敷、 史跡橘樹官衙遺跡群を構成する橘樹郡衙跡及び影向寺遺跡の
   周辺の 「橘特別緑地保全地区」 ・ 「千年特別緑地保全地区」 ・ 「東野川特別緑地保全地区」 であり、 郡衙正倉院別院や官衙に関連する重要な遺構、 また官衙との
   密接な関係性が推測される集落跡等が所在する。 今後の調査で、 郡衙や古代寺院との関係性が明らかな重要な遺構等が確認された区域については、 指定条件
   が整い次第、 追加指定を目指し、 史跡指定された区域については、Ａ２地区として段階的に公有地化を図り、 その遺構等の内容に応じた整備を図る。
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